
 

第四期板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 新旧対照表 

新 旧 

第四期板橋区子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

            （令和６年７月 10 日 教育長決定） 

令和７年４月１日 一部改正 

 

第１条～第 11 条 略 

 

 (事務局) 

第 12 条 検討委員会の事務局の構成員は、次に掲げる者とする。 

⑴ 政策経営部ブランド戦略担当課長 

⑵ 障がい政策課長 

⑶ 子ども家庭部保育運営課長 

⑷ 子ども家庭部子育て支援課長 

⑸ 教育委員会事務局学務課長 

⑹ 教育委員会事務局指導室長 

⑺ 教育委員会事務局生涯学習課長 

⑻ 教育委員会事務局地域教育力推進課長 

⑼ 教育委員会事務局中央図書館長 

⑽ 区立図書館代表 

 

第 13 条～第 14 条 略 

 

付 則 

１～２ 略 

 付 則 

この要綱は、令和７年 4月１日から施行する。 
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第 13 条～第 14 条 略 

 

付 則 

１～２ 略 

 

 


